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「箇所番号 15」については、農業の主たる従事者の死亡により農地所有者

から買取り申出が行われたが、買取りが行われず、あっせんも不調に終わった

ことから、行為制限が解除されたため、生産緑地地区を廃止するものである。 
「箇所番号 32」については、都市計画決定時の台帳と法定図面との間に齟

齬が生じているため、区域の変更をするものである。 
「箇所番号 54」については、登記面積に錯誤が生じたため、都市計画決定

面積を変更するものである。 
「箇所番号 98」については、都市計画決定時の台帳と法定図面との間に齟

齬が生じているため、区域及び面積の変更をするものである。 
「箇所番号 172」については、鎌倉市都市マスタープラン等に適合し、農林

漁業と調和した都市環境の保全の観点から良好な生活環境の確保に相当の効

用があると認められるため、新たに追加するものである。 


